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六年制で学ぶこと
（カリキュラム・マップ／カリキュラム・ツリー）
薬剤師国家試験出題基準
モデル・コア・カリキュラム対応表



DP・CP・履修系統図の定義

ディプロマ・ポリシー（DP）
各大学、学部・学科等の教育理念に基づき、どのような力を身に付けた者に卒業を認定し、学位

を授与するのかを定める基本的な方針であり、学生の学修成果の目標ともなるものをディプロマ・
ポリシー（学位授与方針）という。

カリキュラム・ポリシー（CP）
ディプロマ・ポリシーの達成のために、どのような教育課程を編成し、どのような教育内容・方

法を実施し、学修成果をどのように評価するのかを定める基本的な方針をカリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の方針）という。

履修系統図
カリキュラム・マップ
カリキュラム・マップとは、授業科目と教育目標の関係を示した表であり、ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）に基づき、各科目が卒業するまでに身につける能力のどの項目と関連するのかを
示す。

カリキュラム・ツリー
卒業までに身につけるべき知識・能力を得るための授業科目が、どのように配置されているか、

各授業科目の対応関係や履修・学修における道筋を示したものをカリキュラム・ツリーという。

※共通教育科目のDP、CP、カリキュラム・マップ、カリキュラム・ツリーについては、FUポー
タルに掲載しています。
【掲載場所】FUポータル▶授業関連▶履修系統図（カリキュラム・ツリーおよびカリキュラム・

マップ）▶履修系統図（令和6年度入学生）▶共通教育
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福岡大学薬学部薬学科の理念及び目的
福岡大学の建学の精神及び教育研究の理念である三つの共存に則り、薬学部薬学科は「医薬品の

開発や安全使用に関する基礎的、臨床的先端研究の推進をもって、国民の健康と福祉に貢献するこ
と」を教育研究の理念とする。この理念に基づき、「医療技術の高度化、医薬分業の進展に伴う医
薬品の安全使用及び医療の担い手としての質の高い薬剤師の育成という社会的要請に応えるため、
基礎科学の総合を基盤としながら、医療人としての使命感と倫理観を十分に理解し、高度な薬学の
知識を身に付け、臨床に係る高い実践的な能力を備えた薬剤師、並びに教育・研究者を養成するこ
と」を教育研究の目的とする。

薬学部ディプロマポリシー（卒業生が身に付けるべき資質・能力）
薬学部の教育課程においては、以下に掲げる能力を備え、厳格な成績評価のもとで所定の単位を

修得した学生に卒業を認定し、学位を授与する。
Ａ）幅広い教養と基礎的科学力を身に付け、高度な薬学の知識を理解している。
Ｂ）薬の専門家として必要とされる臨床に係る高い実践的な能力を備えている。
Ｃ）教育・研究能力を有し、医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
【共通教育】
共通教育のDPに関しては別に定める。共通教育に関するDPをもって学部DPを構成する。

薬学科ディプロマポリシー（卒業生が身に付けるべき資質・能力）
薬学科の学位（教育）プログラムでは、豊かな人間性、高い倫理観をもち、基礎薬学、医療薬学、

衛生薬学、臨床薬学、薬学研究などの学問を修め、臨床に係る高い実践的な能力を備えた薬剤師、
並びに最先端の科学技術の開拓を担える教育・研究者を育成する。所定の単位を修得した者で、下
記に示された資質・能力を有すると認められる者に、学士（薬学）の学位を授与する。
【知識・理解】
Ａ‐1）薬学に必要な物理・化学・生物に関する科学的知識を修得している。
Ａ‐2）薬物治療の実践に必要な知識を修得し、医療においてどのように実践されるか理解している。
Ａ‐3）公衆衛生的な考えに基づいた疾病予防や健康増進の知識を修得し、どのように応用されるか

理解している。
【技能】
Ｂ‐1）多様な病態を理論的に理解して、患者個々に対して最適な薬物療法を提案できる。
Ｂ‐2）他者の主張を理解することに努め、自分の考えを論理的に説明することや発表することがで

き、他者と議論できる。
Ｂ‐3）薬物や医療に関わる有益な情報を集め、それらを患者や多職種のために分析、活用できる。
Ｂ‐4）医療人としての活動に必要な英語力を有し、英文資料や論文の理解に活用することで最適な

医療を選択できる。
【態度・志向性】
Ｃ‐1）医療人として必要な倫理観、使命感、責任感を理解し、患者や医療スタッフへ貢献できる態

度を備えている。
Ｃ‐2）チーム医療を構成する多職種の役割を理解し、協働する態度を備えている。
Ｃ‐3）地域社会における生活者の身体的、心理的、社会的背景を理解し、質の高い公衆衛生・医療・

福祉を担う姿勢を備えている。
Ｃ‐4）薬学研究に対して自ら到達すべき目標を定め、自己並びに他者と共に研鑽できる態度を備え

ている。
【共通教育】
共通教育のDPに関しては別に定める。共通教育に関するDPをもって学位（教育）プログラム

DPを構成する。

六年制で学ぶこと（２４台）
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薬学部カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
①教育内容
薬学部のカリキュラムは、高度な薬学専門知識を涵養するための基礎薬学、衛生薬学、医療薬学、

臨床薬学、薬物療法における臨床実践能力を養うための実務実習や問題解決能力やプレゼンテー
ション能力などを養うための薬学研究などから構成されている。
②教育方法
授業科目を共通教育科目と専門教育科目に分け、それらを体系的に編成し、講義、演習、実習を

適切に組み合わせた授業を行う。専門教育科目では、演習・実習科目において少人数制で実践的な
技術や技能を習得させ、自己表現力、コミュニケーション能力、問題解決能力などを養うためにス
モールグループディスカッション(SGD)、ロールプレイ、プレゼンテーションなどを行う。講義や
演習で学んだ基礎的な力を活用し、薬剤師としての実践力を身に着けることを目的に、病院や薬局
において臨地実習を行う。
【共通教育】
共通教育のCPに関しては別に定める。共通教育に関するCPをもって学部CPを構成する。

薬学の学位（教育）プログラム
①教育内容
薬学の学位（教育）プログラムにおけるカリキュラムは、ディプロマポリシーに掲げた薬の専門

家として必要とされる【知識・理解】、【技能】、【態度・志向性】を段階的、発展的に身に付けるこ
とができるように編成されている。
1）基礎薬学、衛生薬学、医療薬学、臨床薬学に関する知識、技能を体系的に学べるような科目を
配置する。

2）薬剤師として必要とされる薬物療法や地域の保健・医療における実践的な知識、技能、態度を
修得するために、実務実習を開講する。

3）医療人である薬剤師としての意識を高め、倫理観、ヒューマニズム、コミュニケーション能力
を養う科目を開講する。

4）社会のグローバル化に対応するために、薬学に関する科学英語を学ぶための科目を開講する。
5）医療に関わる有益な情報収集、分析、活用する能力を養う科目を開講する。
6）研究課題を通して、問題解決能力・研究能力を養うことと人格形成のために、薬学研究を開講
する。

②教育方法
1）「薬学教育モデル・コアカリキュラム」に準拠した科目と本学部独自の科目を体系的に編成し、
講義、演習、実習を適切に組み合わせた授業を行う。

2）実習科目では、講義科目に対応した内容を少人数制で行うことにより、専門知識を高め、実践
的な技術や技能を習得させる。

3）薬剤師として必要とされる総合的かつ実践的な知識・技能・態度を修得するために、実務実習
として病院と薬局において臨地実習を行う。

4）医療倫理、自己表現力、コミュニケーション能力、問題解決能力などを養うための科目を、低・
中・高学年次に継続的に開講し、スモールグループディスカッション(SGD)、ロールプレイ、プ
レゼンテーションなど多様なアクティブラーニングを実践する。

【共通教育】
共通教育のCPに関しては別に定める。共通教育に関するCPをもって学位（教育）プログラム

CPを構成する。
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薬剤師は、豊かな人間性と医療人としての高い倫理観を備え、薬の専門家として医療安全を認識
し、責任をもって患者、生活者の命と健康な生活を守り、医療と薬学の発展に寄与して社会に貢献
できるよう、以下の資質・能力について、生涯にわたって研鑽していくことが求められる。

1．プロフェッショナリズム
豊かな人間性と生命の尊厳に関する深い認識をもち、薬剤師としての人の健康の維持・増進に貢

献する使命感と責任感、患者・生活者の権利を尊重して利益を守る倫理観を持ち、医薬品等による
健康被害（薬害、医療事故、重篤な副作用等）を発生させることがないよう最善の努力を重ね、利
他的な態度で生活と命を最優先する医療・福祉・公衆衛生を実現する。
2．総合的に患者・生活者をみる姿勢
患者・生活者の身体的、心理的、社会的背景などを把握し、全人的、総合的に捉えて、質の高い

医療・福祉・公衆衛生を実現する。
3．生涯にわたって共に学ぶ姿勢
医療・福祉・公衆衛生を担う薬剤師として、自己及び他者と共に研鑽し教えあいながら、自ら到

達すべき目標を定め、生涯にわたって学び続ける。
4．科学的探究
薬学的視点から、医療・福祉・公衆衛生における課題を的確に見出し、その解決に向けた科学的

思考を身に付けながら、学術・研究活動を適切に計画・実践し薬学の発展に貢献する。
5．専門知識に基づいた問題解決能力
医薬品や他の化学物質の生命や環境への関わりを専門的な観点で把握し、適切な科学的判断がで

きるよう、薬学的知識と技能を修得し、これらを多様かつ高度な医療・福祉・公衆衛生に向けて活
用する。
6．情報・科学技術を活かす能力
社会における高度先端技術に関心を持ち、薬剤師としての専門性を活かし、情報・科学技術に関

する倫理・法律・制度・規範を遵守して疫学、人工知能やビッグデータ等に係る技術を積極的に利
活用する。
7．薬物治療の実践的能力
薬物治療を主体的に計画・実施・評価し、的確な医薬品の供給、状況に応じた調剤、服薬指導、

患者中心の処方提案等の薬学的管理を実践する。
8．コミュニケーション能力
患者・生活者、医療者と共感的で良好なコミュニケーションをとり、的確で円滑な情報の共有、

交換を通してその意思決定を支援する。
9．多職種連携能力
多職種連携を構成する全ての人々の役割を理解し、お互いに対等な関係性を築きながら、患者・

生活者中心の質の高い医療・福祉・公衆衛生を実践する。
10．社会における医療の役割の理解
地域社会から国際社会にわたる広い視野に立ち、未病・予防、治療、予後管理・看取りまで質の

高い医療・福祉・公衆衛生を担う。

六年制で学ぶこと（２４台）

薬剤師として求められる基本的な資質・能力（薬学教育モデル・コア・カリキュラム）
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薬学の学位（教育）プログラムのカリキュラム・マップ

科目名 科目区分 必選区分 配当年次
Ａ）知識・理解 Ｂ）技能 Ｃ）態度・志向性

Ａ‐1Ａ‐2Ａ‐3Ｂ‐1Ｂ‐2Ｂ‐3Ｂ‐4Ｃ‐1Ｃ‐2Ｃ‐3Ｃ‐4

■■■専門教育科目（158単位以上）■■■
【1年次科目（16単位以上）】
《必修科目（1単位）》

薬学情報処理リテラシー演習 専門 必修 1 ○ ○ ○ ○
《選択必修科目（15単位以上）》
〔基礎薬学（9単位以上）〕

薬学物理化学入門 専門 選択必修 1 ○
薬学化学入門 専門 選択必修 1 ○
無機薬化学 専門 選択必修 1 ○
有機薬化学Ⅰ 専門 選択必修 1 ○
薬学生物学入門 専門 選択必修 1 ○
機能形態学 専門 選択必修 1 ○
解剖学演習 専門 選択必修 1 ○
〔臨床薬学（3単位以上）〕

薬物治療学入門 専門 選択必修 1 ○ ○
腫瘍感染症薬学入門 専門 選択必修 1 ○ ○ ○
薬剤師入門 専門 選択必修 1 ○ ○ ○
早期臨床体験Ⅰ 専門 選択必修 1 ○ ○ ○ ○
【2年次科目（32単位以上）】
《必修科目（5単位）》

微生物学実習 専門 必修 2 ○ ○ ○
生化学実習 専門 必修 2 ○ ○ ○
薬品分析学実習 専門 必修 2 ○ ○ ○
衛生化学実習 専門 必修 2 ○ ○ ○
医療体験実習 専門 必修 2 ○ ○ ○
《選択必修科目（27単位以上）》
〔基礎薬学（16単位以上）〕

薬学物理化学基礎 専門 選択必修 2 ○
薬学物理化学応用 専門 選択必修 2 ○
日本薬局方 専門 選択必修 2 ○
分析化学Ⅰ 専門 選択必修 2 ○
生薬・漢方薬学Ⅰ 専門 選択必修 2 ○
生薬・漢方薬学Ⅱ 専門 選択必修 2 ○
有機薬化学Ⅱ 専門 選択必修 2 ○
有機薬化学Ⅲ 専門 選択必修 2 ○
医薬品化学Ⅰ 専門 選択必修 2 ○
生化学 専門 選択必修 2 ○
免疫学 専門 選択必修 2 ○
〔衛生薬学（2単位以上）〕

微生物学 専門 選択必修 2 ○ ○
疾患食品衛生学 専門 選択必修 2 ○ ○
〔医療薬学（4単位以上）〕

薬理・薬物治療学Ⅰ 専門 選択必修 2 ○ ○
放射性医薬品学 専門 選択必修 2 ○ ○
薬物動態学 専門 選択必修 2 ○
医薬品情報学 専門 選択必修 2 ○ ○
〔臨床薬学（1単位以上）〕

患者アセスメント薬学演習 専門 選択必修 2 ○ ○ ○
薬学英語演習 専門 選択必修 2 ○ ○
早期臨床体験Ⅱ 専門 選択必修 2 ○ ○ ○ ○
【3年次科目（31単位以上）】
《必修科目（7単位）》

機器分析学実習 専門 必修 3 ○ ○ ○
薬化学実習 専門 必修 3 ○ ○ ○
生薬・漢方薬学実習 専門 必修 3 ○ ○ ○
医薬品化学実習 専門 必修 3 ○ ○ ○
薬理学実習 専門 必修 3 ○ ○ ○
薬学研究入門 専門 必修 3 ○ ○
《選択必修科目（25単位以上）》
〔基礎薬学（4単位以上）〕

分析化学Ⅱ 専門 選択必修 3 ○
分析化学Ⅲ 専門 選択必修 3 ○
天然物化学 専門 選択必修 3 ○
医薬品化学Ⅱ 専門 選択必修 3 ○
内分泌薬学 専門 選択必修 3 ○ ○
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六年制で学ぶこと（２４台）

科目名 科目区分 必選区分 配当年次
Ａ）知識・理解 Ｂ）技能 Ｃ）態度・志向性

Ａ‐1Ａ‐2Ａ‐3Ｂ‐1Ｂ‐2Ｂ‐3Ｂ‐4Ｃ‐1Ｃ‐2Ｃ‐3Ｃ‐4

〔衛生薬学（4単位以上）〕
公衆衛生学 専門 選択必修 3 ○ ○
薬毒物代謝学 専門 選択必修 3 ○ ○
感染症薬学 専門 選択必修 3 ○ ○ ○
〔医療薬学（10単位以上）〕

薬理・薬物治療学Ⅱ 専門 選択必修 3 ○ ○
薬理・薬物治療学Ⅲ 専門 選択必修 3 ○ ○
薬理・薬物治療学Ⅳ 専門 選択必修 3 ○ ○
物理薬剤学 専門 選択必修 3 ○ ○
製剤学 専門 選択必修 3 ○ ○
薬物動態解析学 専門 選択必修 3 ○ ○
医薬品安全性学 専門 選択必修 3 ○ ○
〔臨床薬学（3単位以上）〕

臨床検査学 専門 選択必修 3 ○
医薬品開発・経済学 専門 選択必修 3 ○ ○
コミュニケーション学演習Ⅰ 専門 選択必修 3 ○ ○ ○ ○
《選択科目》

がん疫学演習 専門 選択 3 ○ ○
【4年次科目（27単位以上）】
《必修科目（13単位）》

薬事医事関係法規総合論Ⅰ 専門 必修 4 ○ ○
総合薬学特別講義Ⅰ 専門 必修 4 ○ ○ ○
薬学研究Ⅰ 専門 必修 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○
薬剤学実習 専門 必修 4 ○ ○ ○ ○
実務実習事前学習 専門 必修 4 ○ ○ ○ ○ ○
《選択必修科目（14単位以上）》
〔衛生薬学（2単位以上）〕

環境衛生学 専門 選択必修 4 ○ ○
感染制御学演習 専門 選択必修 4 ○ ○
疫学研究演習 専門 選択必修 4 ○ ○ ○
〔医療薬学（8単位以上）〕

バイオ医薬品学 専門 選択必修 4 ○
薬理・薬物治療学Ⅴ 専門 選択必修 4 ○ ○
薬理・薬物治療学Ⅵ 専門 選択必修 4 ○ ○
薬物送達学 専門 選択必修 4 ○ ○
臨床薬物動態学 専門 選択必修 4 ○ ○ ○
薬学疾患管理学 専門 選択必修 4 ○ ○
〔臨床薬学（2単位以上）〕

薬学臨床推論基礎 専門 選択必修 4 ○ ○ ○ ○
医薬品調剤・販売論 専門 選択必修 4 ○ ○ ○
腫瘍薬学 専門 選択必修 4 ○ ○ ○ ○
個別化医療薬学演習 専門 選択必修 4 ○ ○ ○ ○
【5年次科目（32単位以上）】
《必修科目（32単位）》

実務実習 専門 必修 5 ○ ○ ○ ○ ○
薬学研究Ⅱ 専門 必修 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○
《選択科目》

がん緩和ケア演習 専門 選択 5 ○ ○ ○ ○ ○
がん治療管理学演習 専門 選択 5 ○ ○ ○ ○
がん患者アセスメント演習 専門 選択 5 ○ ○ ○
【6年次科目（19単位以上）】
《必修科目（14単位）》

薬事医事関係法規総合論Ⅱ 専門 必修 6 ○ ○
総合薬学特別講義Ⅱ 専門 必修 6 ○ ○ ○
総合薬学演習 専門 必修 6 ○ ○ ○
薬学研究Ⅲ 専門 必修 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○
《選択科目（5単位）》

先端治療学 専門 選択 6 ○ ○ ○
薬事行政論 専門 選択 6 ○ ○
地域医療薬学 専門 選択 6 ○ ○ ○ ○
薬学臨床推論応用 専門 選択 6 ○ ○
薬物療法評価学 専門 選択 6 ○ ○ ○
臨床漢方薬学演習 専門 選択 6 ○ ○
実務実習事後演習 専門 選択 6 ○ ○ ○ ○
コミュニケーション学演習Ⅱ 専門 選択 6 ○ ○ ○ ○
※共通教育科目に関しては、共通教育科目に関するカリキュラム・マップで別に定める
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福岡大学薬学部薬学科の理念及び目的
薬学部薬学科は、医薬品の開発や安全使用に関する基礎的、臨床的先端研究の推進をもって国民

の健康と福祉に貢献することを教育研究の理念としている。この理念に基づき、医療技術の高度化、
医薬分業の進展に伴う医薬品の安全使用および医療の担い手としての質の高い薬剤師の育成という
社会的要請に応えるため、基礎科学の総合を基盤としながら、医療人としての使命感と倫理観を十
分に理解し、高度な薬学の知識を身に付け、臨床に係る高い実践的な能力を備えた薬剤師、並びに
教育・研究者を養成することを目的とする。

薬学部ディプロマポリシー（学位授与の方針）
薬学部の教育課程においては、以下に掲げる能力を備え、厳格な成績評価のもとで所定の単位を

修得した学生に卒業を認定し、学位を授与する。
Ａ）幅広い教養と基礎的科学力を身に付け、高度な薬学の知識を理解している。
Ｂ）薬の専門家として必要とされる臨床に係る高い実践的な能力を備えている。
Ｃ）教育・研究能力を有し、医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
【共通教育】
共通教育のDPに関しては別に定める。共通教育に関するDPをもって学部DPを構成する。

薬学科ディプロマポリシー（学位授与の方針）
薬学科は人材養成および教育研究の目的を達成するためのカリキュラムを策定している。開講科

目に対して厳格な成績評価を行い、薬学部が設定した共通教育科目および専門教育科目に関して所
定の単位を修得した者に対して学位を授与する。
卒業までに身につけるべき資質は以下の通りである。

【知識・理解】
Ａ‐1）物理・化学・生物に関する科学的知識を理解している。
Ａ‐2）薬剤師として必要とされる高度な薬学的知識を理解している。
Ａ‐3）人文科学・社会科学・自然科学についての基本的知識を理解している。
Ａ‐4）社会のグローバル化に対応するための外国語に加え、科学英語を理解している。
【技能】
Ｂ‐1）他者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を備えている。
Ｂ‐2）チーム医療における薬剤師としての基礎的な職能を備えている。
Ｂ‐3）最適な薬物療法を提案する能力を備えている。
Ｂ‐4）地域における人々の健康増進や公衆衛生を管理できる能力を備えている。
【態度・志向性】
Ｃ‐1）医療人としての倫理観、使命感、責任感を持っている。
Ｃ‐2）教育・研究能力を有し、生涯にわたり自己研鑽する意欲を持っている。
Ｃ‐3）次世代を担う人材を育成する意欲と態度を持っている。
Ｃ‐4）スポーツや運動を通じて、心身の健康維持・増進を目指す姿勢を持っている。
【共通教育】
共通教育のDPに関しては別に定める。共通教育に関するDPをもって学位（教育）プログラム

DPを構成する。

六年制で学ぶこと（２３台以前）
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薬学部カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
①教育内容
薬学部のカリキュラムは、広い視野と豊かな人間性・倫理観を養うための総合教養科目や保健体

育科目、社会のグローバル化に対応するための外国語科目、基礎薬学、衛生薬学、医療・臨床薬学
などの専門教育科目と実習、薬物療法における実践的能力を養うための実務実習、問題解決能力を
養うための卒業研究、高度な薬学専門知識を涵養するための薬学アドバンスト科目から構成されて
いる。
②教育方法
授業科目を共通教育科目と専門教育科目に分け、それらを体系的に編成し、講義、演習、実習を

適切に組み合わせた授業を行う。すべての科目に一般目標（GIO）、複数の到達目標（SBO）、授業
計画を設定し、予習・復習による学修効果を高める。実習科目では、少人数制で実践的な技術や技
能を習得させ、自己表現力、コミュニケーション能力、問題解決能力・研究能力を養うためにスモー
ルグループディスカッション（SGD）、ロールプレイ、プレゼンテーションなどを行う。
【共通教育】
共通教育のCPに関しては別に定める。共通教育に関するCPをもって学部CPを構成する。

薬学の学位（教育）プログラム
①教育内容
薬学の学位（教育）プログラムにおけるカリキュラムは、ディプロマポリシー（学位授与の方針）

に掲げた薬の専門家として必要とされる【知識・理解】、【技能】、【態度・志向性】を段階的、発展
的に身に付けることができるように編成されている。
1）医療人である薬剤師としての意識を高め、コミュニケーション能力を養う科目を開講する。
2）広い視野と豊かな人間性・倫理観を養うために幅広い共通教育科目を開講する。
3）社会のグローバル化に対応するために、共通教育科目の外国語科目に加え、科学英語を学ぶた
めの薬学演習や薬学研究を高学年次に開講する。

4）基礎・創薬科学から衛生薬学および医療・臨床薬学に関する知識、技能を体系的に学べるよう
な科目と実習を配置する。

5）薬剤師として必要とされる薬物療法や地域の保健・医療における実践的な知識、技能、態度を
修得するために、実務実習を開講する。

6）研究課題を通して、問題解決能力・研究能力を養うことと人格形成のために、薬学研究を開講
する。

7）高度な薬学専門知識を涵養するために、薬学アドバンスト科目を開講する。
②教育方法
1）「薬学教育モデル・コアカリキュラム」に準拠した科目と本学部独自の科目を体系的に編成し、
講義、演習、実習を適切に組み合わせた授業を行う。

2）講義、演習科目では、定期試験に加え、小テストやレポートなどの課題を課すことで予習・復
習による学修効果を高め、知識の到達度を定期的に確認する。

3）実習科目では、講義科目に対応した内容を少人数制で行うことにより、専門知識を高め、実践
的な技術や技能を習得させる。

4）自己表現力、コミュニケーション能力、問題解決能力・研究能力を養うためにスモールグルー
プディスカッション（SGD）、ロールプレイ、プレゼンテーションなどアクティブラーニングを
多様な形で実践する。

【共通教育】
共通教育のCPに関しては別に定める。共通教育に関するCPをもって学位（教育）プログラム

CPを構成する。

―237―



①（薬剤師としての心構え）医療の担い手として、豊かな人間性と生命の尊厳について深い認識を
もち、人の命と健康な生活を守る使命感、責任感および倫理感を有する。
②（患者・生活者本位の視点）患者の人権を尊重し、患者及びその家族の秘密を守り、常に患者・
生活者の立場に立って、これらの人々の安全と利益を最優先する。
③（コミュニケーション能力）患者・生活者、他職種から情報を適切に収集し、これらの人々に有
益な情報を提供するためのコミュニケーション能力を有する。
④（チーム医療への参画）医療機関や地域における医療チームに積極的に参画し、相互の尊重のも
とに薬剤師に求められる行動を適切にとる。
⑤（基礎的な科学力）生体および環境に対する医薬品・化学物質等の影響を理解するために必要な
科学に関する基本的知識・技能・態度を有する。
⑥（薬物療法における実践的能力）薬物療法を総合的に評価し、安全で有効な医薬品の使用を推進
するために、医薬品を供給し、調剤、服薬指導、処方設計の提案等の薬学的管理を実践する能力を
有する。
⑦（地域の保健・医療における実践的能力）地域の保健、医療、福祉、介護および行政等に参画・
連携して、地域における人々の健康増進、公衆衛生の向上に貢献する能力を有する。
⑧（研究能力）薬学・医療の進歩と改善に資するために、研究を遂行する意欲と問題発見・解決能
力を有する。
⑨（自己研鑽）薬学・医療の進歩に対応するために、医療と医薬品を巡る社会的動向を把握し、生
涯にわたり自己研鑽を続ける意欲と態度を有する。
⑩（教育能力）次世代を担う人材を育成する意欲と態度を有する。

六年制で学ぶこと（２３台以前）

薬剤師として求められる基本的な資質（薬学教育モデル・コア・カリキュラム）
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生体機能分子学Ⅰ
生体機能分子学Ⅱ
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薬学の学位（教育）プログラムのカリキュラム・マップ

六年制で学ぶこと（２３台以前）

科目名
科目区分

配当
年次

Ａ）知識・理解 Ｂ）技能 Ｃ）態度・志向性
専門
共通
関連

必修
選択必修
選択

Ａ‐1 Ａ‐2 Ａ‐3Ａ‐4Ｂ‐1Ｂ‐2Ｂ‐3Ｂ‐4Ｃ‐1Ｃ‐2Ｃ‐3Ｃ‐4

■■■専門教育科目（158単位以上）■■■
【1年次科目（20単位以上）】
〔物理分野（2単位以上）〕

薬学物理学入門 専門 選択 1 〇 〇
薬学計算法 専門 選択 1 〇 〇
〔化学分野（6単位以上）〕

薬学化学入門 専門 選択 1 〇 〇
化学 専門 選択 1 〇 〇
有機薬化学Ⅰ 専門 選択 1 〇 〇
有機薬化学Ⅱ 専門 選択 1 〇 〇
天然医薬資源学 専門 選択 1 〇 〇
〔生物分野（4単位以上）〕

薬学生物学入門 専門 選択 1 〇 〇
機能形態学Ⅰ 専門 選択 1 〇 〇
生体機能分子学Ⅰ 専門 選択 1 〇 〇
生体機能分子学Ⅱ 専門 選択 1 〇 〇
〔総合分野（1単位以上）〕

薬学概論 専門 選択 1 〇 〇
早期臨床体験Ⅰ 専門 選択 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇
【2年次科目（32単位以上）】
《必修科目（4単位）》

※物理系実習Ⅰ 専門 必修 2 〇
※生物系実習Ⅰ 専門 必修 2 〇
※生物系実習Ⅱ 専門 必修 2 〇
※早期臨床体験Ⅱ 専門 必修 2 〇 〇 〇 〇
《選択科目（28単位以上）》
〔物理分野（4単位以上）〕

薬学物理化学Ⅰ 専門 選択 2 〇 〇
薬学物理化学Ⅱ 専門 選択 2 〇 〇
分析化学Ⅰ 専門 選択 2 〇 〇
分析化学Ⅱ 専門 選択 2 〇 〇
〔化学分野（4単位以上）〕

生薬学Ⅰ 専門 選択 2 〇 〇
生薬学Ⅱ 専門 選択 2 〇 〇
有機薬化学Ⅲ 専門 選択 2 〇 〇
有機薬化学Ⅳ 専門 選択 2 〇 〇
〔生物分野（4単位以上）〕

人体生化学Ⅰ 専門 選択 2 〇 〇
人体生化学Ⅱ 専門 選択 2 〇 〇
微生物学 専門 選択 2 〇 〇
免疫学 専門 選択 2 〇 〇
〔衛生分野（2単位以上）〕

食品栄養学 専門 選択 2 〇 〇
食品衛生学 専門 選択 2 〇 〇
〔薬理分野（2単位以上）〕

機能形態学Ⅱ 専門 選択 2 〇 〇
疾患薬理学Ⅰ 専門 選択 2 〇
〔薬剤分野（2単位以上）〕

同位体化学 専門 選択 2 〇
同位体医療薬学 専門 選択 2 〇
【3年次科目（26単位以上）】
《必修科目（7単位）》

※物理系実習Ⅱ 専門 必修 3 〇
※物理系実習Ⅲ 専門 必修 3 〇
※化学系実習Ⅰ 専門 必修 3 〇
※化学系実習Ⅱ 専門 必修 3 〇
※化学系実習Ⅲ 専門 必修 3 〇
※生物系実習Ⅲ 専門 必修 3 〇
※生物系実習Ⅳ 専門 必修 3 〇
《選択科目（19単位以上）》
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科目名
科目区分

配当
年次

Ａ）知識・理解 Ｂ）技能 Ｃ）態度・志向性
専門
共通
関連

必修
選択必修
選択

Ａ‐1 Ａ‐2 Ａ‐3Ａ‐4Ｂ‐1Ｂ‐2Ｂ‐3Ｂ‐4Ｃ‐1Ｃ‐2Ｃ‐3Ｃ‐4

〔物理分野（3単位以上）〕
薬学物理化学Ⅲ 専門 選択 3 〇 〇
薬学物理化学Ⅳ 専門 選択 3 〇 〇
日本薬局方Ⅰ 専門 選択 3 〇 〇
日本薬局方Ⅱ 専門 選択 3 〇 〇
分析化学Ⅲ 専門 選択 3 〇 〇
分析化学Ⅳ 専門 選択 3 〇 〇
〔化学分野（1単位以上）〕

天然物化学 専門 選択 3 〇 〇
創薬化学Ⅰ 専門 選択 3 〇 〇
創薬化学Ⅱ 専門 選択 3 〇 〇
〔生物分野（1単位以上）〕

感染症治療薬概論 専門 選択 3 〇
人体機能調節学 専門 選択 3 〇 〇
〔衛生分野（1単位以上）〕

環境衛生学Ⅰ 専門 選択 3 〇 〇
公衆衛生学 専門 選択 3 〇 〇
〔薬理分野（2単位以上）〕

疾患薬理学Ⅱ 専門 選択 3 〇
疾患薬理学Ⅲ 専門 選択 3 〇
病態・薬物治療学Ⅰ 専門 選択 3 〇
病態・薬物治療学Ⅱ 専門 選択 3 〇
〔薬剤分野（4単位以上）〕

物理薬剤学 専門 選択 3 〇
製剤学 専門 選択 3 〇
薬物動態理論 専門 選択 3 〇
臨床薬物動態解析学 専門 選択 3 〇
医薬品安全性学 専門 選択 3 〇 〇
医療情報学 専門 選択 3 〇
〔実務分野（1単位以上）〕

コミュニケーション学 専門 選択 3 〇 〇
医薬品開発・経済学 専門 選択 3 〇 〇
【4年次科目（21単位以上）】
《必修科目（12単位）》

※物理系薬学特別講義 専門 必修 4 〇
※化学系薬学特別講義 専門 必修 4 〇
※生物系薬学特別講義 専門 必修 4 〇
※衛生薬学特別講義 専門 必修 4 〇
※医療薬学特別講義Ⅰ 専門 必修 4 〇
※医療薬学特別講義Ⅱ 専門 必修 4 〇
※薬学演習（含薬学研究基礎） 専門 必修 4 〇 〇
※実務実習事前学習 専門 必修 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇
《選択科目（9単位以上）》
〔化学分野（1単位以上）〕

漢方薬学概論 専門 選択 4 〇 〇 〇
創薬化学Ⅲ 専門 選択 4 〇 〇
〔生物分野（1単位以上）〕

遺伝子工学概論 専門 選択 4 〇 〇
臨床検査学 専門 選択 4 〇
〔衛生分野〕

環境衛生学Ⅱ 専門 選択 4 〇 〇
〔薬理分野（1単位以上）〕

病態・薬物治療学Ⅲ 専門 選択 4 〇
病態・薬物治療学Ⅳ 専門 選択 4 〇
疾患薬理学Ⅳ 専門 選択 4 〇
〔薬剤分野（1単位以上）〕

薬物送達学 専門 選択 4 〇
臨床薬物動態学 専門 選択 4 〇
薬学健康管理学 専門 選択 4 〇 〇 〇
薬学疾患管理学 専門 選択 4 〇 〇 〇
〔実務分野（1単位以上）〕

薬事関係法規論 専門 選択 4 〇 〇
調剤学総論 専門 選択 4 〇
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六年制で学ぶこと（２３台以前）

科目名
科目区分

配当
年次

Ａ）知識・理解 Ｂ）技能 Ｃ）態度・志向性
専門
共通
関連

必修
選択必修
選択

Ａ‐1 Ａ‐2 Ａ‐3Ａ‐4Ｂ‐1Ｂ‐2Ｂ‐3Ｂ‐4Ｃ‐1Ｃ‐2Ｃ‐3Ｃ‐4

【5年次科目（32単位）】
実務実習 専門 必修 5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
薬学研究Ⅰ 専門 必修 5 〇 〇
【6年次科目（27単位以上）】
《必修科目（25単位）》

※薬学研究Ⅱ 専門 必修 6 〇 〇
※物理系薬学総合講義 専門 必修 6 〇
※化学系薬学総合講義 専門 必修 6 〇
※生物系薬学総合講義 専門 必修 6 〇
※衛生薬学総合講義 専門 必修 6 〇
※臨床薬学総合講義Ⅰ 専門 必修 6 〇
※臨床薬学総合講義Ⅱ 専門 必修 6 〇
※医療薬学総合講義Ⅰ 専門 必修 6 〇
※医療薬学総合講義Ⅱ 専門 必修 6 〇
※医療薬学総合講義Ⅲ 専門 必修 6 〇
※医療薬学総合講義Ⅳ 専門 必修 6 〇
※薬事・医事関係法規総合講義 専門 必修 6 〇 〇
※総合薬学演習（含卒業試験） 専門 必修 6 〇
《選択科目（2単位以上）》
〔薬剤分野〕

薬科処方解析学 専門 選択 6 〇
〔実務分野〕

実務実習事後学習 専門 選択 6 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〔アドバンスト分野（2単位以上）〕

臨床診療科概論 専門 選択 6 〇 〇
薬剤師職能論 専門 選択 6 〇
今日の薬学研究 専門 選択 6 〇
薬学特別研究 専門 選択 6 〇
薬事行政論 専門 選択 6 〇 〇
医薬品開発論 専門 選択 6 〇
※共通教育科目に関しては、共通教育科目に関するカリキュラム・マップで別に定める
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＊共通教育科目については、共通教育科目部分のみを対象とした別のカリキュラム・ツリーで詳細を示す。
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六年制で学ぶこと（２３台以前）

＊共通教育科目については、共通教育科目部分のみを対象とした別のカリキュラム・ツリーで詳細を示す。
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薬剤師国家試験出題基準
薬剤師国家試験出題基準（以下、「出題基準」という。）は、薬剤師試験委員が試験問題を作成するうえ

で「妥当な出題範囲」と「ほぼ一定の問題水準」を保つために策定される基準であり、その内容について
は、学術の進歩及び薬剤師業務の変化に伴い、おおむね4年を目途に見直しを行い、薬剤師国家試験の改
善を図っていくこととされている。
平成22年9月に策定された出題基準は、平成18年度に薬学教育の修業年限が6年間となり、平成23年度
に、6年制課程を修了する薬学生が国家試験を受験することを前提としたものである。平成25年12月に薬
学教育モデル・コアカリキュラムが6年制課程に特化した内容に改訂され（以下、「改訂モデル・コアカ
リキュラム」という。）、平成32年度には、改訂モデル・コアカリキュラムの下で6年制課程を修了する薬
学生が国家試験を受験することから、医道審議会薬剤師分科会薬剤師国家試験出題基準改定部会において
出題基準の改定に向けた検討を行った。
本出題基準は、医道審議会薬剤師分科会薬剤師国家試験制度改善検討部会において、平成28年2月にま

とめられた「薬剤師国家試験のあり方に関する基本方針」に基づき、改訂モデル・コアカリキュラムの内
容を基本とし、医学・薬学の進歩と現状を踏まえて策定したものである。

⑴ 試験科目
試験科目は、薬剤師法施行規則の規定により、「物理・化学・生物」、「衛生」、「薬理」、「薬剤」、「病態・
薬物治療」、「法規・制度・倫理」及び「実務」とする。

⑵ 出題項目
今回の出題基準見直しの基本的な考え方は、改訂モデル・コアカリキュラムを基本とし、医療や制度の

現状を考慮し策定したものである。なお、各科目の出題項目は、現行の出題基準の体系を参考に、必要に
応じて項目間の入れ替え等を適切に行った上で、「大項目」、「中項目」、「小項目」及び「小項目の例示」
として整理したものであり、必ずしも改訂モデル・コアカリキュラムの記載順等に対応するものではない。
また、出題項目は、あくまでも出題に際し、準拠すべき基準であって、出題がすべてこの範囲に拘束され
るものではない。
各科目の出題項目は、別表Ⅰ～Ⅶに示すとおりである。

⑶ 出題の考え方
① 全般的な出題の考え方
・薬剤師として具備しなければならない基本的な知識、技能及び態度を評価する問題とする。
・高い倫理観、医療人としての教養及び医療現場で通用する実践力を確認することに配慮する。
・7科目の内容については、相互に関連していることから、具体的な問題の作成に当たっては、重複
のないよう科目間の調整には十分な配慮が必要である。

・資格試験として過度に難解な問題は避ける。
・問題の文章構成や条件設定に留意し、解答すべき設問肢の数が1つではない場合には、正解数を明
記することを基本とする。

・分野ごとに問題の難易度が偏らないことを基本とする。
・可能な限り、正しいもの（又は正しいものの組合せ）を問う問題とする。
・画像や写真等を利用した問題の出題も検討する。
・各種基準等の数値は、記憶することが必須又は極めて有用な数値である場合を除いて、数値そのも
のを問う出題はしないこととする。

・各試験法を問う出題については、保健衛生上の意義が大きく、かつ、当該科目において汎用されて
いるもの、又は原理的に重要なもののみを出題し、その意義、測定原理等、試験又は測定実施のた
めに必要とされる基礎知識を問うこととする。また、専門業務において習得すべき操作等の詳細は
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出題しないこととする。
・末梢的な事項や、一部の例外的な事項を取り上げるような問題の出題はできるだけ避ける。

② 必須問題及び一般問題における出題の考え方
【必須問題】
・必須問題は、医療の担い手である薬剤師として特に必要不可欠な基本的な資質を確認するものであ
ることにかんがみ、各科目における基礎的な内容を問うものとする。

・五肢択一形式で問うことを基本とする。なお、正しい解答肢の組合せを問う形式や、解答肢の正誤
の組合せを問う形式はとらない。

【一般問題】
・一般問題は、薬剤師が直面する一般的な課題を解釈・解決するための資質を確認するものであるこ
とにかんがみ、一般問題（薬学理論問題）は各科目における技能・態度を含む薬学の理論に基づい
た問題となるよう留意する。

・一般問題（薬学実践問題）は、医療や公衆衛生等の実務において直面する一般的な課題を解決する
ための基礎力、実践力及び総合力を確認するため、症例、事例を挙げる等、実践に則した問題とな
るよう留意する。

③ 各科目における出題の考え方
【物理・化学・生物】
・「物理」は、医薬品を含む化学物質を理解する上で必要な物理化学的・分析化学的な基礎知識及び
考え方が身についているかどうかを問うことに重点を置いた問題を中心に出題する。

・「化学」は、「医薬品・生体分子の性質を理解すること」を主題とし、有機化合物としての医薬品・
生体分子の物性、反応性及び分子レベルでの作用機序等に関する基礎の理解と、基本的な知識を複
数組み合わせた応用力を問う問題を中心に出題する。

・「生物」は、生体の構造、機能及び生体成分の代謝等に関する基礎知識を問う問題を中心に出題す
る。また、感染症の病原体、免疫の仕組み等に関する基礎知識を問う問題を出題する。

・物理、化学及び生物それぞれの問題数が偏らないように留意して出題する。
・「物理・化学・生物」では、小項目ごとに記載された留意事項を考慮しながら、薬剤師の臨床現場
との関連性が高い問題を出題する。

【衛生】
・「衛生」は、薬剤師による健康増進・疾病予防、環境衛生の管理を理解する上で必要となる基礎科
学である衛生化学・公衆衛生学、栄養化学、環境科学、毒性学、環境微生物学、疫学及び生態学等
の基礎知識について出題する。

・衛生関係法規として、食品衛生法、食品表示法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律、予防接種法、健康増進法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、有害物質を
含有する家庭用品の規制に関する法律、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の
促進に関する法律、環境基本法その他環境保全に係る法規、及び学校保健安全法については、「衛
生」において出題する。

・医薬品の体内動態は原則として「薬剤」で出題されるが、薬毒物を含む代表的な有害化学物質の体
内動態は「衛生」において出題する。また、栄養化学については、構造等の基本的な知識は原則と
して「物理・化学・生物」において、その栄養学的内容は「衛生」において出題する。

・「衛生」では、小項目ごとに記載された留意事項を考慮しながら、薬剤師の臨床現場との関連性が
高い問題を出題する。

Ⅶ．薬剤師国家試験出題基準
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【薬理】
・「薬理」は、薬理作用や作用機序に関する基礎知識（総論）及び代表的な治療薬の薬理作用や作用
機序（各論）を中心に出題する。

・臨床適用時の副作用・相互作用や剤形が問題となる場合を除いて、薬物名は塩等を付さない薬物本
体のみを表記することを基本とする。

【薬剤】
・「薬剤」は、薬物の体内動態及び製剤に関する基礎知識を問う問題とする。また、これらの問題数
が偏らないように留意して出題する。

【病態・薬物治療】
・「病態・薬物治療」は、患者の病態生理を理解し、適正かつ安全な薬物治療法の遂行等のために必
要な知識を問うこととし、代表的な疾患の病態生理（基本的な臨床検査も含む）、適切な治療薬の
選択と使用上の注意、薬物治療に役立つ情報（医薬品情報、患者情報、個別化医療）及び臨床研究
デザインや生物統計について出題する。

・治療薬の薬理作用や作用機序に関しては「薬理」において出題することを基本とする。

【法規・制度・倫理】
・「法規・制度・倫理」は、薬剤師としての業務を遂行するために必要な法的知識及びこれらの関連
する各種の制度並びに医療の担い手としての任務を遂行するために保持すべき倫理規範的知識や態
度について問う問題を出題する。

・法律等に照らして薬剤師の行動等の適正性を問うような問題も出題する。
・法規制の原則又は例外に焦点を当てた問題を出題する場合には、場面設定を行う等、原則を問う問
題か、例外を問う問題かが明確になるよう配慮する。

・法令、制度の新設や改正内容に関する設問は、当該法令等の改正内容が周知されるまでの間は、原
則として出題しないものとする。

・法律のうち、衛生科目で出題される法規は原則として出題しないものとする。

【実務】
・「実務」は、医療や公衆衛生等に携わる薬剤師の業務に関する基礎的及び実践的な知識、技能及び
態度を問う問題を出題する。

・「実務」は、薬剤師が、医薬品を一商品としてではなく、生命と関連性が高いものであることを常
に意識し、患者を支援し、副作用の早期発見・発生防止に努めることを含め、医薬品の安全性と有
効性の確保のために薬の専門家として業務に携わるべきことを理解しているかを問うこととする。

・患者の希望に沿った医療に貢献できるよう人間関係の必要性を理解し、薬物の適正使用のための情
報提供ができるか等を問う問題を出題することとする。

・実践に即した問題抽出・解決能力を確認する観点から、実践の場で取り得る解答肢の中から最も適
切なものを選択する問題も出題する。

・「実務」は、他科目すべてと関連することから、重複のないよう科目間の調整には十分な配慮が必
要となる。

⑷ 適用時期と次回改定
本出題基準については、第106回薬剤師国家試験（平成32年度実施）から適用する。また、出題基準に
ついては、学術の進歩及び薬剤師業務の変化に伴い、おおむね4年を目途に改定する。
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薬学教育モデル・コア・カリキュラム
（令和6年度以降入学生対象）
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